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第８号様式記載の手引 

 

１ この申告書の用途等 

 (1) この申告書は、平成 22 年９月 30 日以前に解散（合併による解散を除きます。以下同じ。）をした法人

がその清算中に事業年度が終了し、法人税の申告書に基づいて道府県民税の申告（地方税法等の一部を

改正する法律（平成 22 年法律第４号）第１条の規定による改正前の地方税法（以下この記載の手引にお

いて「平成 22 年旧地方税法」といいます。）第 53 条第５項の規定による申告）をする場合及び当該事業

年度の所得、付加価値額又は収入金額を解散をしていない法人の各事業年度の所得、付加価値額又は収

入金額とみなして事業税及び地方法人特別税を申告（平成 22 年旧地方税法第 72 条の 29 の規定による申

告）する場合に使用します。 

 (2) この申告書は、事務所又は事業所（以下「事務所等」といいます。）所在地の都道府県知事に１通を提

出してください。 

 

２ 各欄の記載のしかた 

欄 記 載 の し か た 留 意 事 項 

１「※処理事項」 

 

  記載する必要はあり

ません。 

２ 金額の単位区分（け

た）のある欄 

 単位区分に従って正確に記載してください。また記載

すべき金額が赤字額となるときは、その金額の直前の単

位（けた）に△印を付してください。 

 

３「解散法人名」  法人課税信託の受託者が当該法人課税信託について、

この申告書を提出する場合にあっては、当該法人課税信

託の名称を併記してください。 

 

４「所在地」  本店の所在地を記載してください。なお、２以上の都

道府県に事務所等を有する法人が、当該都道府県内に支

店等のみを有する場合にあっては、主たる支店等の所在

地も併記してください。 

 

５「清算人自署押印」及

び「経理責任者自署押

印」 

 この申告書の作成時における法人の業務を主宰して

いる者及び経理の責任者が自署し、押印してください。 

 ２以上の都道府県に

事務所等を有する法人

が主たる事務所等以外

の事務所等所在地の都

道府県知事に提出する

申告書については、記

名押印でも差し支えあ

りません。 

６「従前の事業種目」  事業の種類を具体的に、例えば「電気器具製造業」と

記載します。なお、２以上の事業を行う場合にはそれぞ

れの事業を記載し、主たる事業に○印を付してください

。 

 

７「資本金の額又は出資

金の額」及び「資本金

等の額」 

 清算中の事業年度の末日現在における資本金の額又

は出資金の額、法人税法第２条第16号に規定する資本金

等の額（保険業法に規定する相互会社にあっては純資産

額）をそれぞれの欄に記載します。なお、「資本金の額

又は出資金の額」の（ ）内には、同日現在における資

本金の額又は出資金の額が解散の日における資本金の

額又は出資金の額と異なる場合に、解散の日における当

該金額を記載します。  
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欄 記 載 の し か た 留 意 事 項 

８｢道府県民税 
 事 業 税の 申告書」 
  地方法人特別税 
   

 空欄は、法人税の清算事業年度予納申告書及び法第72

条の29の規定による申告の場合は、「清算事業年度予納」

と、これに係る修正申告の場合は「修正清算事業年度予

納」と記載します。 

 

９「法人税法の規定によって

計算した法人税額①」 

 法人税の申告書（別表20(1)）の10の欄の金額（同欄の

金額が100円未満の端数を切り捨てた金額であるとき、

又はその全額が100円未満であるためその全額を切り捨

てたときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる前

の金額）を記載し、（ ）内には、同表の使途秘匿金の

支出に対する法人税額（使途秘匿金の40％相当額）及び

土地譲渡利益金額に対する法人税額の合計額を記載し

ます。 

 ２以上の都道府県

に事務所等を有する

法人は、記載する必要

はありません。 

10「法人税法第68条（同法第

144条を含む。）の規定によ

る所得税額の控除額②」 

 

 法人税の申告書（別表20(1)）の34の欄で控除した金額

が同申告書の31の欄に係る金額のみの場合には、同申告

書の32の欄の金額からみなし配当の25％に相当する金

額を除いた金額を記載します。 

11「法人税法第69条の規定に

よる外国法人税の額の控除

額③」 

 法人税の申告書（別表20(1)）の34の欄で控除した金額

が同申告書の32の欄に係る金額のみの場合には、同申告

書の32の欄の金額を記載します。 

 法人税の申告書（別

表20(1)）の34の欄で控

除した金額が所得税

額及び外国税額のそ

れぞれを含む場合に

は、同申告書の34の欄

の金額からみなし配

当の25％に相当する

金額を除いた金額を

②の欄に記載します。

12「当期中の残余財産の一部

の分配又は引渡しの額のう

ち清算所得に相当する部分

の金額に係る法人税相当額

④」 

 法人税の申告書（別表20(1)）の７の欄の金額を記載し

ます。 

 

13「還付法人税額等の控除額

⑤」 

 第６号様式別表２の３の⑤の計欄の金額を記載しま

す。 

 

14「課税標準となる法人税額

⑥」 

(1) この金額に1,000円未満の端数があるとき、又はそ

の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又

はその全額を切り捨ててください。 

(2) ２以上の都道府県に事務所等を有する法人は、課税

標準の総額（第10号様式の⑧の欄の金額）を記載しま

す。 

 

15「２以上の道府県に事務所

又は事業所を有する法人に

おける課税標準となる法人

税額⑦」 

 ２以上の都道府県に事務所等を有する法人が、第10

号様式の道府県民税の「分割課税標準額」の欄の当該都

道府県分の金額を記載します。 

 一の都道府県にの

み事務所等を有する

法人は記載する必要

はありません。 

16「法人税割額(⑥又は 

 
⑦× 

100 

） ⑧」 

 一の都道府県にのみ事務所等を有する法人は、⑥の欄

の金額に、２以上の都道府県に事務所等を有する法人は

⑦の欄の金額に税率を乗じて計算します。 

  

17「外国の法人税等の額の控

除額 ⑨」 

 第６号様式別表３の⑫の欄の金額（２以上の都道府県

に事務所等を有する法人にあっては、同表の⑱の欄の当

該都道府県分の金額）を記載します。 
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欄 記 載 の し か た 留 意 事 項 

18「利子割額の控除に関

する計算」 （○29から

○31までの欄） 

(1) ○29の欄には、第６号様式別表４の４の「計５」の③

の欄及び第９号の２様式の「合計○48」の欄と同じ金額

を記載します。 

(2) ○30の欄には、○29の欄の金額と⑧の欄の金額から⑨

の欄の金額を控除した金額のうち少ない金額を記載

します。 

(3) ○31の欄には、○29の欄の金額から○30の欄の金額を控

除した金額を記載します。 

 ○29及び○30の欄は、こ

の申告の前の申告書の

これらの欄に記載され

た金額に異動がない場

合であっても必ず記載

します。 

19「利子割額の控除額⑩

」 

 ○30の欄の金額を記載します。  

20「差引法人税割額 

  ⑧－⑨－⑩ ⑪」 

 この金額に100円未満の端数があるとき、又はその全

額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全

額を切り捨ててください。 

 

21「当期中の残余財産の

一部の分配又は引渡し

の額のうち清算所得に

相当する部分の金額に

係る法人税相当額  

⑬」 

 

(1) 法人税の申告書（別表20(1)）の７の欄の金額を記載

します。ただし、２以上の都道府県に事務所等を有す

る法人にあっては、当該金額を第10号様式の道府県民

税の「分割基準」の欄（道府県民税の「分割基準」の

欄に記載しないときは、事業税の「分割基準」の欄）

の合計の数値で除して得た額に道府県民税の「分割基

準」の欄の都道府県ごとの小計の数値を乗じて得た金

額を記載します。 

(2) この金額に1,000円未満の端数があるとき、又はそ

の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又

はその全額を切り捨ててください。 

 法人税の申告書（別

表20(1)）の７の欄の金

額を第10号様式の「分

割基準」の欄の合計の

数値で除して得た数値

に小数点以下の数値が

あるときは、小数点以

下の数値のうち「分割

基準」の欄の数値のけ

た数に１を加えた数に

相当する数の位以下の

部分の数値を切り捨て

てください。 

22「⑬×
100

  ⑭」 
 東京都に申告する場合にあっては、○26及び○28の欄の金

額の合計額を記載します。 

  

23「算定期間中において

事務所等を有していた

月数⑯」 

 この月数は、暦に従って計算し、１月に満たないとき

は１月とし、１月に満たない端数を生じたときは切り捨

ててください。 

 算定期間中に事務所

等又は寮等の新設又は

廃止があった場合は、

その月数には新設又は

廃止の日を含みます。

24「 円×
12

  ○17」 
 この金額に100円未満の端数があるときは、その端数

金額は切り捨ててください。 

 

  

25「東京都に申告する場

合の⑧の計算」（○21か
ら○24までの欄） 

 東京都に申告する場合に記載します。  東京都以外の道府県

に申告する場合は、記

載する必要はありませ

ん。 

26「東京都に申告する場

合の⑭の計算」（○25か
ら○28までの欄） 

 東京都に申告する場合に記載します。  東京都以外の道府県

に申告する場合は、記

載する必要はありませ

ん。 

⑯ 
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欄 記 載 の し か た 留 意 事 項 

27 事業税の「所得割」 

 （○32から○37までの欄） 

(1) ○32の欄は、法第72条の41の規定の適用を受ける法人

、租税特別措置法第61条の規定の適用を受ける法人、

同法第67条の14第１項の規定の適用を受ける法人又

は同法第67条の15第１項の規定の適用を受ける法人

にあっては第６号様式別表５の○27の欄の金額を、その

他の法人にあってはこの申告書の○55の欄の金額を記

載します。 

(2) ○33から○35までの各欄は、次に掲げる法人の区分に

応じそれぞれに定める金額を記載します。 

(ｲ) ２以上の都道府県に事務所等を有する法人 第

10号様式の事業税の「分割課税標準額」の欄のうち

当該都道府県分の金額を記載します。 

(ﾛ) 一の都道府県にのみ事務所等を有する法人 ○32

の欄の金額が年400万円（その事業年度が１年に満

たない場合においては、400万円にその事業年度の

月数(月数は暦に従い計算し、１月に満たない端数

を生じたときは、１月とします。)を乗じて12で除

して得た金額。以下同じ。）以下であるときはその

金額を○33の欄に、年400万円を超え年800万円（その

事業年度が１年に満たない場合においては、800万

円にその事業年度の月数(月数は暦に従い計算し、

１月に満たない端数を生じたときは、１月とします

。)を乗じて12で除して得た金額。以下同じ。）以下

であるときにはこれを年400万円以下の金額及び年

400万円を超え年800万円以下の金額に区分してそ

れぞれ○33及び○34の各欄に、年800万円を超えるとき

はこれを年400万円以下の金額、年400万円を超え年

800万円以下の金額及び年800万円を超える金額に

区分してそれぞれ○33、○34及び○35の各欄に記載しま

す。 

(ﾊ) 特別法人（協同組合等） 所得金額が年400万円

以下であるときはその金額を○33の欄に、年400万円

を超えるときは年400万円以下の金額を○33の欄に、

年400万円を超える金額を○34の欄にそれぞれ記載し

ます。 

(3) ○37の欄は、法第72条の24の７第３項の規定により軽

減税率が適用されない法人がその所得金額を記載し

ます。 

(4) ○33から○37 までの各欄の課税標準の額に1,000円未

満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満で

あるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て、

税額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が

100円未満であるときは、その端数金額又はその全額

を切り捨ててください。 

(1) 収入金額課税法人

（電気供給業、ガス

供給業及び保険業を

行う法人）は、記載

する必要はありませ

ん。 

(2) その事業年度が１

年に満たない場合に

おいて、○32の欄の金

額が年400万円を超

え年800万円以下で

あるときの○34の欄の

金額は、○32の欄の金

額から○33の欄の金額

（端数を切り捨てる

前の金額）を控除し

て算出し、○32の欄の

金額が年800万円を

超えるときの○35の欄

の金額は、○32の欄の

金額から○33 及び○34

の各欄の金額（端数

を切り捨てる前の金

額）を控除して算出

します。 

(3) 軽減税率の適用さ

れない法人とは、解

散の日において、３

以上の都道府県に事

務所等を設けて事業

を行う法人で、資本

金の額又は出資金の

額が1,000万円以上

の法人をいいます。
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欄 記 載 の し か た 留 意 事 項 

28「付加価値割」（○38及
び○39の欄） 

 法第72条の２第１項第１号イに掲げる法人（外形対象

法人）が次のように記載します。 

(1) ○38の欄は、第６号様式別表５の２の⑩の欄の金額を

記載します。 

(2) ○39の欄の課税標準の額は、一の都道府県にのみ事務

所等を有する法人にあっては○38の欄の金額を記載し、

２以上の都道府県に事務所等を有する法人にあって

は第10号様式の事業税の「分割課税標準額」の欄の当

該都道府県分の金額を記載します。 

 この場合において課税標準の額に1,000円未満の端

数があるとき又はその全額が1,000円未満であるとき

は、その端数金額又はその全額を切り捨て、税額に100

円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満で

あるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てて

ください。 

 

29 「収入割」（○40及び○41

の欄） 

 収入金額課税法人のみが次のように記載します。 

(1) ○40の欄は、電気供給業及びガス供給業を行う法人に

あっては第６号様式別表６の③の欄の金額を、生命保

険会社又は外国生命保険会社等にあっては第６号様

式別表７の⑤の欄の金額を、損害保険会社又は外国損

害保険会社等にあっては第６号様式別表８の⑦の欄

の金額を、少額短期保険業者にあっては同表の○21の欄

の金額を記載します。 

(2) ○41の欄の課税標準の額は、一の都道府県にのみ事務

所等を有する法人にあっては○40の欄の金額を記載し、

２以上の都道府県に事務所等を有する法人にあって

は第10号様式の事業税の「分割課税標準額」の欄の当

該都道府県分の金額を記載します。 

 この場合において課税標準の額に1,000円未満の端

数があるとき又はその全額が1,000円未満であるとき

は、その端数金額又はその全額を切り捨て、税額に100

円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満で

あるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てて

ください。 

 

30「既に納付の確定した

当期分の残余財産の一

部の分配又は引渡しに

係る事業税額○44」 

 平成22年旧地方税法第72条の29第１項ただし書の規

定により、この申告書に係る清算中の事業年度の期間中

に残余財産のうち解散当時の資本金額等（その解散の時

からその分配又は引渡しをしようとする時までの間に

生じた法人税法第２条第18号に規定する利益積立金額

がある場合には、その利益積立金額を含みます。以下同

じ。）を超える部分の分配又は引渡しをしている場合の

その超える部分の金額（その事業年度の期間中に２回以

上解散当時の資本金額等を超える残余財産の一部の分

配又は引渡しをしているときは、その解散当時の資本金

額等を超える金額の合計額）に係る事業税として納付し

た金額を記載します。 

 

31「この申告により納付

すべき事業税額○42－
○43－○44  ○45」及び「○45  
の内訳」の各欄 

 （○46から○48までの欄） 

 ○45の欄は、○42の欄から○43の欄及び○44の欄の金額を控

除した金額を記載し、○46から○48までの欄は、その割ごと

の内訳の金額をそれぞれ記載します。この場合において

、○46から○48までの欄に負数が生じるときであっても、△

印を付してそのまま記載してください。 
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欄 記 載 の し か た 留 意 事 項 

32「所得割に係る地方法

人特別税額 ○49」 

（○51の内訳） 

 「課税標準」の欄は、標準税率が適用される法人につ

いては、「計○36」又は「軽減税率不適用法人の金額○37」
の「税額」の欄の金額を記載し、標準税率以外の税率が

適用される法人については、第６号様式別表14の「計⑤

」又は「軽減税率不適用法人の金額又は清算所得金額⑥

」の「基準法人所得割額」の欄の金額を記載してくださ

い。 

 

33「収入割に係る地方法

人特別税額○50」 

 （○51の内訳） 

 「課税標準」の欄は、標準税率が適用される法人につ

いては、「収入金額○41」の「税額」の欄の金額を記載し、

標準税率以外の税率が適用される法人については、第６

号様式別表14の「収入金額⑧」の「基準法人収入割額」

の欄の金額を記載します。 

 

34「この申告により納付

すべき地方法人特別税

額○51－○52－○53  ○54」 

 ○54の欄は、○51の欄から○52の欄及び○53の欄の金額を控

除した金額を記載します。 

 

35「所得金額の計算」 

 （○55から○61までの欄） 

 法第72条の41の規定の適用を受ける法人、租税特別措

置法第61条の規定の適用を受ける法人、同法第67条の14

第１項の規定の適用を受ける法人又は同法第67条の15

第１項の規定の適用を受ける法人以外の法人が次のよ

うに記載します。 

(1) ○55の欄は、法人税の明細書（別表４）の35の欄の金

額を記載します。 

(2) ○56の欄は、法人税の明細書（別表４）の35の欄の計

算上損金に算入している所得税額がある場合におい

て、当該所得税額を記載します。したがって法人税法

第40条の規定により納付した所得税額を損金に算入

していない場合においては、記載する必要はありませ

ん。 

(3) ○57の欄は、外国の事業に帰属する所得以外の所得に

対して課された外国法人税の額について法人税法第

69条に規定する外国税額の控除の適用を受けた法人

が外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課

された外国法人税の額のうち、法人税の明細書（別表

４）の26の欄の金額を記載します。 

(4) ○59の欄は、第６号様式別表９の当期控除額の「計」

の欄の金額又は第６号様式別表10の当期控除額の「計

」の欄の金額を記載します。 

(5) ○60の欄は、法第72条の23第１項の規定によりその例

によることとされている法人税法第59条第１項又は

第２項の規定の適用を受けようとする場合に第６号

様式別表11の⑪の欄、○23の欄又は○34の欄の金額を記

載します。 

 

36「法第15条の４の徴収

猶予を受けようとする

税額○62」 

 ２以上の都道府県に事務所等を有する法人が修正申

告に係る税額につき徴収猶予を受けようとする場合に

おいて第１号様式による届出書に代えようとするもの

が記載してください。この場合に記載する金額は、⑮、

○45及び○54の欄に記載した金額の合計額と同額になりま

す。 

 

 
 


